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内部統制の基本方針 

 
当社は、事業活動の判断と行動の軸となる「Purpose（パーパス）」を起点とした企業グループ
理念体系「Our Philosophy」を定め、また企業活動における基本原則である「日本製鋼所グルー
プ サステナビリティ基本方針」及び「日本製鋼所グループ コンプライアンス・ポリシー」と
ともに、これらに沿った企業活動を通じ、社会価値の創出と持続的な企業価値の向上を図りま
す。そしてその実現のための企業基盤を整備・構築するため、法令に基づき、次のとおり業務の
適正を確保するための体制に関する基本方針（内部統制の基本方針）を定めます。 
また、社会の変化に対応し、内部統制上の課題や対応を適宜見直すことで、より適正かつ効率的
な体制を実現するものとします。 
 
（１）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 
① 当社は、「コンプライアンス」を不正防止や法令、社内規程及び顧客・取引先との契約等

の遵守にとどまらず、広く社会的責任の遂行を含めて捉えるとともに、コンプライアンス
に係る各種規程を整備します。また、コンプライアンス活動の要諦は、風通しのよい職場
風土の醸成、取締役及び執行役員の率先垂範と誠実性、使用人の意識徹底・向上のための
啓発にあると考えて、これらを推進します。 

② 当社は、全社横断的に効果的な内部統制を構築するために、内部統制委員会を組成し、会
社の業務全般について諸規程や体制を整備し、運用及び評価を推進します。 

③ 当社は、会社業務の全般を対象に、法令及び社内規程等への適合性について、内部監査部
門を設けて、定期的または随時監査を行うとともに、その結果について取締役社長、取締
役会、監査役会のほか、適宜、経営戦略会議もしくは部門業績報告会議または関係者に報
告します。 

④ 当社は、使用人がコンプライアンス上の問題を発見した場合等の通報・相談の制度を設
け、そのルートについて社外を含め複数確保します。 

⑤ 当社は、反社会的勢力に対する組織的な危機管理の徹底に努め、不当な要求に対しては、
法に則り、関係団体とも連携してこれを拒否します。 

 
（２）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 
① 当社は、情報の保存及び管理に関し、取締役または執行役員を責任者として定めるととも

に、文書管理や情報管理に関する各種規程に基づき、重要会議議事録、稟議記録等、取締
役及び執行役員の職務の執行に係る重要情報を文書または電磁的記録により保存・管理し
ます。また、取締役及び監査役は、これら情報について、随時、閲覧・謄写することがで
きます。 

② 当社は、財務情報のほか経営上の重要な情報について、適時・適正な情報開示を行いま
す。 

 
（３）損失の危険の管理に関する規程その他の体制 
① 当社は、リスク管理に関する規定を定めて、取締役または執行役員を責任者とするスリー

ラインモデルの全社的リスクマネジメント体制を整備します。 



② 当社は、各業務執行部門が、自部門における業務遂行上のリスクの把握・評価を行うとと
もに、各種規程または稟議制度により許可された権限の範囲内で、損失の危険（リスク）
に対応します。 

③ 当社は、リスクマネジメント委員会が、全社組織横断的に、グループの重要リスクの選定
やリスク対応の審議、指示・指導、評価を行い、定期的または随時、取締役会及び経営戦
略会議に報告します。また、品質マネジメント、安全衛生、環境マネジメント、情報セキ
ュリティ、安全保障輸出管理等の機能別リスクについては、当該担当部門が、それぞれ全
社横断的な観点から各種委員会を組成または規程等を整備し、教育、指導、監査等を通じ
て、リスクの低減を図ります。 

④ 当社は、リスク管理の状況等について、内部監査部門がモニタリング、評価を行い、定期
的または随時、取締役会及び経営戦略会議に報告します。 

⑤ 当社は、重大事態発生時において、危機管理対策本部を設置してその対応にあたるほか、
本社部門、事業部及び製作所単位でリスクマネージャーを定めて、適宜、リスクの洗い出
しに努めるなど、平時及び非常時に対応します。 

 
（４）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 
① 当社は、迅速な意思決定と機動的・効率的な業務執行を実現するため、取締役社長を最高

経営責任者とするほか、主要な本社部門では取締役もしくは執行役員が、事業部では執行
役員もしくは使用人が取締役会から委嘱・任命された業務を統括・執行します。また、取
締役及び執行役員は、重要事項については、取締役会または経営戦略会議で、審議・決
裁・報告を行い、取締役会が監督します。 

② 当社は、取締役会において、取締役、執行役員及び使用人が共有すべき中期経営計画や事
業年度計画等の全社目標を設定するとともに、取締役及び執行役員は目標達成のための具
体的施策を、社内規程等に従い使用人に分掌してこれを計画・実施します。 
また、取締役及び執行役員は、結果に対する評価とレビュー・進捗状況を含む報告を、定
期的または随時、取締役会、経営戦略会議または部門業績報告会議等で行い、取締役会が
監督します。 

 
（５）当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 
① 当社は、当社の「Our Philosophy」、「日本製鋼所グループ サステナビリティ基本方針」

及び「日本製鋼所グループ コンプライアンス・ポリシー」に従い、グループ子会社を含
めた全社的な内部統制の整備・構築を推進します。そのために、グループ子会社等が自ら
定める社内規則等に基づき、適切な職務の分掌と決裁権限の明確化により、自律的かつ効
率的に業務執行をすることを支援・指導します。 

② 当社は、グループ子会社等の運営・管理に関する規程を定め、それらの管理責任・指導体
制を明確にするとともに、グループ子会社等に係る重要事項の決定あるいは重要事実の報
告、通報及び情報収集に係る体制を整備します。 

③ 当社は、グループ子会社等に対し取締役または監査役を派遣するほか、グループ子会社等
における法令・社内規則等の遵守状況について、スリーラインモデルの第１線として関連
会社主管部門が監督するとともに、第２線の本社各部門がリスクの様態に応じてモニタリ
ング及び指導を行います。また第３線である内部監査部門が、定期的または随時、監査を



実施し、必要に応じて助言を行います。 
④ 当社は、グループ子会社等が、業務の適正性について、自ら把握、評価を行う体制を整備

することを支援・指導します。 
 
（６）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関す

る事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、及び監査役の職務を補助すべき
使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 

① 当社は、監査役がその職務を補助すべき使用人を求めた場合は、使用人の中からこれを選
任するとともに、選任、解任、人事上の評価、処遇の決定等にあたっては、監査役の意見
または同意を得ることとし、取締役及び執行役員からの独立性を確保します。 

② 当社は、監査役の職務を補助すべき使用人が監査役の指揮命令に従って業務を行うことが
できる体制を確保します。 

 
（７）当社及び子会社の取締役及び使用人等が監査役に報告をするための体制その他監査役への

報告に関する体制、及び当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを
確保するための体制 

① 当社は、取締役会、経営戦略会議、部門業績報告会議、その他重要な審議・決裁・報告が
行われる会議について、監査役が出席するとともに、監査役が出席する機会を確保しま
す。 

② 当社は、稟議制度に従い稟議記録を監査役に供覧するとともに、監査役は随時、当社及び
グループ子会社等の取締役、執行役員及び使用人等から報告を求めることができます。ま
た、当社及びグループ子会社等の取締役、執行役員及び使用人等から報告を受けた者が監
査役に報告をすることができる体制を確保します。 

③ 当社の取締役、執行役員及び使用人等は、業務遂行上、重大なリスク等を発見・認識した
場合は、速やかにこれを監査役に報告します。 

④ 当社は、監査役に報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由として、不利な取扱
いをしないことを保証します。 

 
（８）監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行に

ついて生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 
当社は、監査役が職務の執行において必要とする費用等を負担します。 

 
（９）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 
① 当社は、取締役、執行役員及び使用人が、監査役監査の重要性・有用性を認識し、可能な

限り他の業務に優先して監査に協力する環境を整備します。 
また、監査役は、内部監査部門、本社部門等に対し、監査での連携・協力を求めることが
できます。 

② 当社は、監査役が会計監査人及び内部監査部門と相互に緊密な連携を図ることができる環
境を整備します。 

③ 当社は、監査役が自らの判断によって顧問弁護士やその他社外の専門家を利用できる環境
を整備します。 



 
（10）財務報告の信頼性を確保するための体制 

当社は、財務報告に係る内部統制の基本方針に従い、財務報告に係る内部統制の有効性を
評価するとともに、その結果につき取締役会または経営戦略会議で審議・報告します。 


